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年
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(
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�

○
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成
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七
年
四
月
一
日
号
外
第
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十
三
号
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則
中

(

建
築
住
宅
課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

か
が
や
き

弘
前
市
大
字
野
田

一
丁
目
四
の
一
六

訪
問
看
護

有
限
会
社
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

か
が
や
き

弘
前
市
大
字
野
田

一
丁
目
四
の
一
六

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本

木
六
丁
目
一
〇
の

一
六
本
木
ヒ
ル
ズ

森
タ
ワ
ー
三
五
階

訪
問
看
護

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
青
森

青
森
市
大
字
油
川

字
千
刈
一
一
三
の

一
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平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)
第
二
十
五
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
次
の
と
お
り
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

を
設
置
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名
称

青
森
県
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

二

当
該
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
係
る
法
第
二
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
要
保
護

児
童
対
策
調
整
機
関
の
名
称

青
森
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
み
ら
い
課

三

当
該
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
を
構
成
す
る
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
関

係
機
関
等
の
名
称
等
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

か
が
や
き

弘
前
市
大
字
野
田

一
丁
目
四
の
一
六

介
護
予
防

訪
問
看
護

有
限
会
社
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

か
が
や
き

弘
前
市
大
字
野
田

一
丁
目
四
の
一
六

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン

東
京
都
港
区
六
本

木
六
丁
目
一
〇
の

一
六
本
木
ヒ
ル
ズ

森
タ
ワ
ー
三
五
階

介
護
予
防

訪
問
看
護

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
青
森

青
森
市
大
字
油
川

字
千
刈
一
一
三
の

一

��
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社
会
福
祉
法

人
佐
井
村
社

会
福
祉
協
議

会

下
北
郡
佐
井
村
大

字
佐
井
字
大
佐
井

川
目
三
九
の
一
二

介
護
予
防

訪
問
看
護

あ
す
な
ろ
訪

問
介
護
事
業

所

下
北
郡
佐
井
村
大

字
佐
井
字
大
佐
井

川
目
三
九
の
一
二

��

･
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社
会
福
祉
法

人
佐
井
村
社

会
福
祉
協
議

会

下
北
郡
佐
井
村
大

字
佐
井
字
大
佐
井

川
目
三
九
の
一
二

介
護
予
防

通
所
介
護

あ
す
な
ろ
通

所
介
護
事
業

所

下
北
郡
佐
井
村
大

字
佐
井
字
大
佐
井

川
目
三
九
の
一
二

〃

区

分

名

称

等

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関

(

法
第
二
十
五
条
の
五
第
一
号)

青
森
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

青
森
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
み
ら
い
課

青
森
県
中
央
児
童
相
談
所

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

知
事
が
指
定
す
る
保
健
所

青
森
県
教
育
庁
義
務
教
育
課

青
森
県
教
育
庁
生
涯
学
習
課

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
少
年
課

二

法
人

(

法
第
二
十
五
条
の
五
第
二

号)

社
団
法
人
青
森
県
医
師
会

社
団
法
人
青
森
県
薬
剤
師
会

社
団
法
人
青
森
県
看
護
協
会

社
団
法
人
青
森
県
保
育
連
合
会

社
団
法
人
青
森
県
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

(

法
第
二
十
五
条
の
五
第
三
号)

次
に
掲
げ
る
団
体
が
指
定
す
る
当
該
団
体
の
役
員

青
森
県
弁
護
士
会

青
森
県
子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員
会

青
森
県
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会

青
森
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会

青
森
県
子
育
て
メ
イ
ト
連
絡
協
議
会

青
森
県
児
童
養
護
施
設
協
議
会

青
森
県
里
親
連
合
会

青
森
県
中
学
校
長
会

青
森
県
小
学
校
長
会

青
森
県
私
立
幼
稚
園
連
合
会

青
少
年
育
成
青
森
県
民
会
議

青
森
県
児
童
館
連
絡
協
議
会

青
森
県
地
域
活
動
連
絡
協
議
会

青
森
県
市
長
会

青
森
県
町
村
会
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青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
湯
ノ
沢
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

土
石
採
掘
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
西
目
屋
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

上
平
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は

直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
八
日
青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
号

(

急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

浅
所
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号
と
標

柱
七
号
を
結
ん
だ
線
は
県
道
夏
泊
公
園
線
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ

線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示
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標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六

三
戸
郡
五
戸
町

〃〃〃〃〃

浅
水

〃〃〃〃〃

上
平

狐
久
保

〃上
平

〃〃

一
〇
の
一

八
の
一
三

八
の
一
二

二
五
の
一

二
六
の
一

九
の
一

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

浅
所

〃

雷
電
林

〃

一
の
一
八
〇

一
の
一
七
六

� �
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青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

八
戸
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

八
戸
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
五
年
五
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
三
百
六
十

八
号)

の
事
業
地
に
変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
五
年
五
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
三
百
六
十

八
号)

の
事
業
地
の
う
ち
大
字
類
家
字
小
僧
淵
、
大
字
田
向
字
水
越
、
大
字
新
井
田
字
中
田
表
、

字
久
保
田
、
字
後
庵
下
、
字
西
ノ
城
、
字
臥
木
河
原
及
び
字
春
木
場
を
削
り
、
新
井
田
西
一
丁

目
、
新
井
田
西
二
丁
目
、
新
井
田
西
三
丁
目
、
新
井
田
西
四
丁
目
、
松
ヶ
丘
、
大
字
田
向
字
橋

下
、
字
毘
沙
門
、
字
荒
屋
敷
、
字
田
向
、
字
土
岡
河
原
、
字
十
二
役
、
字
冷
水
、
字
向
平
、
字

檀
ノ
平
、
字
デ
ン
ト
ウ
平
、
大
字
中
居
林
字
平
、
字
綿
ノ
端
、
大
字
石
手
洗
字
梨
子
ノ
木
平
、

字
京
塚
、
字
油
久
保
、
大
字
鮫
町
字
ハ
ン
ノ
木
沢
、
字
小
長
根
、
字
大
開
、
字
綣
久
保
、
字
蟻

子
、
字
上
盲
久
保
、
字
下
盲
久
保
、
字
上
松
苗
場
、
字
鉄
砲
平
、
字
ハ
ン
木
沢
、
大
字
新
井
田

字
山
道
、
字
中
町
、
字
常
光
田
、
字
坂
、
字
石
橋
、
字
朴
木
沢
、
字
長
塚
森
、
字
妻
ノ
神
、
字

長
宝
野
、
字
外
久
保
、
字
長
塚
、
字
石
動
木
、
字
石
動
木
平
、
字
松
山
、
字
丑
鞍
森
、
字
立
石

沢
、
字
門
前
、
字
寺
ノ
上
、
大
字
妙
字
向
野
場
、
大
字
河
原
木
字
小
田
平
、
大
字
市
川
町
字
新

堀
、
字
藁
田
柳
、
字
尻
引
堤
下
、
字
尻
引
前
山
、
字
尻
引
堤
沢
、
字
南
尻
引
、
字
和
野
前
山
、

字
桔
梗
野
及
び
字
桔
梗
野
上
を
加
え
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

は
ま
な
す
農
業
協
同
組
合
脇
野
沢
支

む
つ
市
脇
野
沢
渡
向

を

所

｣

｢

は
ま
な
す
農
業
協
同
組
合
脇
野
沢
支

む
つ
市
脇
野
沢
渡
向

所つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
宮
川

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
つ

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
宮
川

が
る
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
繁

つ
が
る
市
稲
垣
町
繁
田
源

田
出
張
所

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
森

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
滝
元

田
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
川

つ
が
る
市
木
造
川
除
栄
盛

除
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
柏

つ
が
る
市
柏
桑
野
木
田
幾
世

支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
越

つ
が
る
市
木
造
越
水
神
山

水
支
店
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つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
つ

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸

が
る
白
神
支
店

町

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
赤

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石

石
支
店

町

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
中

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村

村
支
店

町

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
岩

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎

崎
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
富

つ
が
る
市
富
�
町
藪
分

�
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
牛

つ
が
る
市
牛
潟
町
太
田
光

潟
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
車

つ
が
る
市
車
力
町
若
林

力
中
央
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
津

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野

に
改
め
、

軽
北
部
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
川

五
所
川
原
市
金
木
町
川
倉
宇
田

倉
出
張
所

野

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
喜

五
所
川
原
市
金
木
町
喜
良
市
弓

良
市
出
張
所

矢
形

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
嘉

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
雲
雀

瀬
支
店

野

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
毘

五
所
川
原
市
大
字
毘
沙
門

沙
門
出
張
所

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
中

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
中
里

里
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
武

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
富
野

田
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
内

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市

潟
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
市

五
所
川
原
市
相
内
岩
井

浦
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
小

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊

泊
出
張
所

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
深

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦

浦
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
大

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関

戸
瀬
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
鶴

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田

翔
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
鶴

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
胡
桃
舘

田
南
支
店

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合
水

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰

元
支
店

｣

｢

つ
が
る
白
神
農
業
協
同
組
合

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸

町

つ
が
る
白
神
農
業
協
同
組
合
赤
石
支

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石

店

町

、

つ
が
る
白
神
農
業
協
同
組
合
中
村
支

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村

店

町

つ
が
る
白
神
農
業
協
同
組
合
岩
崎
支

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎

店

｣

｢

深
浦
町
農
業
協
同
組
合

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦

深
浦
町
農
業
協
同
組
合
大
戸
瀬
支
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関

つ
が
る
農
業
協
同
組
合

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
宮
川

つ
が
る
農
業
協
同
組
合
稲
垣
支
店

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
宮
川

つ
が
る
農
業
協
同
組
合
繁
田
出
張
所

つ
が
る
市
稲
垣
町
繁
田
源

つ
が
る
農
業
協
同
組
合
森
田
支
店

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
滝
元

及
び

つ
が
る
農
業
協
同
組
合
川
除
支
店

つ
が
る
市
木
造
川
除
栄
盛

つ
が
る
農
業
協
同
組
合
柏
支
店

つ
が
る
市
柏
桑
野
木
田
幾
世

つ
が
る
農
業
協
同
組
合
越
水
支
店

つ
が
る
市
木
造
越
水
神
山

富
�
農
業
協
同
組
合

つ
が
る
市
富
�
町
藪
分

富
�
農
業
協
同
組
合
牛
潟
支
所

つ
が
る
市
牛
潟
町
大
田
光

富
�
農
業
協
同
組
合
車
力
中
央
支
所

つ
が
る
市
車
力
町
若
林

｣
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津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
金
木
支
店

五
所
川
原
市
金
木
町
芦
野

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
川
倉
出
張

五
所
川
原
市
金
木
町
川
倉
宇
田

所

野

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
喜
良
市
出

五
所
川
原
市
金
木
町
喜
良
市
弓

張
所

矢
形

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
嘉
瀬
支
店

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
雲
雀

野

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
毘
沙
門
出

五
所
川
原
市
大
字
毘
沙
門

張
所

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
市
浦
村
支

五
所
川
原
市
相
内
岩
井

店

を
削
る
。

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
中
里
町
支

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
中
里

店津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
武
田
支
店

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
富
野

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
内
潟
支
店

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市

津
軽
北
部
農
業
協
同
組
合
小
泊
出
張

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊

所鶴
翔
農
業
協
同
組
合

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田

鶴
翔
農
業
協
同
組
合
鶴
田
南
支
店

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
胡
桃
舘

鶴
翔
農
業
協
同
組
合
水
元
支
店

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰

｣

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

平
山
建
具
製
作
所

二

氏
名

平
山

誠
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
富
田
町
九
三
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
八
九
七
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
九
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
森
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

森

正
浩

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
西
三
丁
目
九
の
一
一
三
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
一
二
三
二
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
三
晴
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

三
上

康
博

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
赤
川
ノ
内
並
木
七
三
の
二
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
六
〇
〇
〇
四
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
管
、
ほ
装
、
水
道
施
設
、
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
中
村
組

二

代
表
者
の
氏
名

中
村

雄
治

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浅
虫
字
蛍
谷
一
九
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
四)

第
一
〇
九
二
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

成
和
産
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

中
村

敏

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
諏
訪
沢
字
桜
川
一
一
二
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
九
九
九
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鉄
筋
、
板
金
、
塗
装
、
防
水
、
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

藤
田
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

藤
田

正
喜

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
柳
町
五
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
五
二
七
四
号
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五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
三
月
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂

土
路
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小
山
田

久

正

誤

総
務
学
事
課

林

政

課

建
築
住
宅
課
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

芋
田

幸
弘

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
山
崎
一
〇
〇
の
一

平
成
��

･

�･

��

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
��･

�･

��

号
外
第
一
五
号

目

次

一

上

後
ろ
か

ら

��

(

同

)
(

障
害
福
祉
課)

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
��･

�･

��

第
二
七
五
三
号

告

示

第
一
六
五
号

三

下

�

常
磐
野

常
盤
野

����

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
��･

�･

�

号
外
第
四
三
号

規

則

第
五
四
号

一
二

下

�

た
だ
し
書
き

た
だ
し
書

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


